
●○転入受付シート○● 

転入人数が多い場合や下記に該当のある場合は、転入手続にお時間をいただく場合がございます。

ご了承ください。 

□新しい住民票が必要。（運転免許証の住所変更に必要です。） 

□印鑑登録をする。（前住所地での印鑑登録は抹消されています。） 

□家庭ごみの分別収集計画表を受け取る。（必要であれば） 

□通知カード・個人番号カード・住基カードを持参している。 

 □新しい住所の記載 

  ※パスワードの必要な手続き □継続利用希望  

□電子証明書の発行希望（申請書・本人確認書類のコピーが必要） 

□国民健康保険に加入している。 

 □資格取得届の記入（押印が必要） 

 □被保険者証を受け取る。（70～74歳の方は高齢受給者証有り） 

□後期高齢者医療制度に加入している。 

 ※新しい被保険者証は、翌日以降に交付できます。郵送いたしますのでお待ちください。 

  後日来庁して受け取りを希望する場合は、お申し出ください。 

□国民年金受給権者がいる。 

 □受給権者住所変更届の記入（本人自署でない場合、押印が必要） 

□前住所地で医療費助成を受けていた。 

 ※野田村では、高校生以下の子ども、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭、寡婦の方を対象に医療費

を助成しています。該当になると思われる方はお申し出ください。 

□児童手当をもらっている。 

 □認定請求をする。 

□特別児童手当・児童扶養手当をもらっている。 

 □住所変更届の記入。 

□小中学生がいる。 

 □教育委員会へ足を運んでください。（役場を出て右手の総合センター内） 

□未就学児がいる。 

  母子手帳をご持参のうえ、保健センターへ足を運んでください。 

   （役場を出て海側にまっすぐ行くと、左手に３階建ての保健センターがあります。） 

□妊婦がいる。 

 □妊婦健診受診券を発行しますので、お手数ですが保健センターへ足を運んでください。 

  ※健康年間スケジュールや子育て応援マップをお受け取りください。（役場カウンター） 

□身体・療育・精神の障がい者手帳を持っている方がいる。 

 □記載事項変更届の記入（精神のみ保健センターでの手続きとなります。） 

 

裏面はメモになっています。 

 

 

 

ようこそ！野田村

へ！ 



メモ（伝言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ  野田村役場 

〒028-8201 

岩手県九戸郡野田村大字野田第 20地割 14番地 

       TEL：0194-78-2111（代表） 

 

住民生活課住民生活班 TEL：0194-78-2928（直通） 

住民生活課住まい・環境班 TEL：0194-78-2927（直通） 

保健福祉課福祉班 TEL：0194-78-2913（直通） 

保健福祉課保健班（保健センター内）TEL：0194-75-4321（直通） 

税務課税務班 TEL：0194-78-2930（直通） 

 

教育委員会事務局 

学校教育班 TEL：0194-78-2936（代表） 


